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伊佐市農業委員会 11回総会議事録 

 

１．開催日時  平成 30年 2月 27日（火）午前 9時 00分から 9時 55分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （28人） 

    

    会  長        15番 池ノ上雅典 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

1 番委員 11 番委員 1 番推進委員 15 番推進委員

2 番委員 13 番委員 2 番推進委員 16 番推進委員

3 番委員 14 番委員 3 番推進委員 17 番推進委員

4 番委員 4 番推進委員 19 番推進委員

5 番委員 7 番推進委員 20 番推進委員

7 番委員 9 番推進委員

8 番委員 11 番推進委員

9 番委員 12 番推進委員

10 番委員 13 番推進委員

14 番推進委員      

４．欠席委員  （４人） 

      

５．議事日程 

  第１ 会議録署名委員の指名   ８番委員   ９番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号 農業振興整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編入）申    

      出の意見決定について 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

 

６．農業委員会事務局職員 

事 務 局 長      農地振興係長    

農地振興係書記       
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【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議 長 

 

おはようございます。只今より、平成２９年度 第１１回農業委員会総

会を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆さんおはようございます。 

インフルエンザが流行っていたわけですが、少し下火になったみたい

ではありますが、まだ、風邪等もひく可能性もありますので気を付けて

活動をして頂ければありがたいと思います。 

それから一つ情報が入ってきました。所有者不明の農地等を活用促進

するため、新制度が導入されると言うことで、今、自民党の方で特別委

員会を開いて、今国会に法案を提出したいと言うことであります。 

内容は、所有者の過半の同意を得ないと貸し借りができないと言った

ような事があったり、そういった場合に５年間と期限が限られていまし

たが、その期間を２０年間としたいとか、簡素化する方向で法改正がさ

れるみたいです。 

これについてはまだ法案が通っていませんので、法案が通り次第事務

局の方に通知があると思います。 

その後、皆さんにもお知らせがあると思いますのでよろしくお願いし

ます。 

本日、出席人数は１３人で、規定に達しておりますので、総会は成立

いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

８番農業委員と９番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告第１号「農地法第１８条第６

項の規定による通知」についてお願いいたします。 

 

報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知」につきまして、

資料１ページ、農地法による合意解約が１件、田１筆、畑２筆で、２ペ

ージから８ページ、農業経営基盤強化促進法による利用権合意解約が２

５件、田５４筆、畑３筆です。以上で報告を終わります。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いい

たします。質問はございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 

 

２０ページをお開きください。 

議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定のうち、利用権貸借についてご説明いたします。 

期間は１年から１０年で、面積は田１７６，４５７㎡、畑２６，７９

４㎡、その他、これにつきましては１９ページの６２番、登記地目は原

野、現況が田で地積４，９４５㎡の、計２０８，１９６㎡です。 

なお、設定開始が３月３１日からにつきましては、すべて中間管理機

構貸付けであります。 

利用権を設定する者の数６１名、設定を受ける者の数３０名、土地の

明細につきましては、９ページ整理番号１番から１９ページ整理番号６

４番のとおりです。 

以上、報告を終わります。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号について事務局の報告通り、決定することに賛成の農業委

員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る

意見決定について、決定いたしました。 
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議 長 

 

 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定につい

て提案いたします。 

整理番号１番ついて、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番について、去る２月２１日に現地調査を行いましたので、

１１番が報告いたします。 

 申請人 ＨＲさんは、伊佐市菱刈荒田１７０５番地１に居住され、自

治会は大峰で、年齢は５９歳です。 

渡し人 ＨＳさんは、大阪府大阪市城東区中央一丁目４番１０号に居

住され、市外住民で、年齢は８２歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字上キロ１４３４番、地目は田、地積は８

９３㎡の所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は１７，２９２㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約４００ｍで、現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を

終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、許可が決定いたしました。 
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議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

    

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１ ４ 番 

整理番号２番ついて、７番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２番につきまして、去る２月２３日に現地調査を行いましたの

で、７番が報告いたします。 

 申請人 ＴＮさんは、伊佐市大口白木６４５番地に居住され、自治会

は白木で、年齢は７４歳です。 

渡し人 ＡＴさんは、伊佐市大口下殿４４番地に居住され、自治会は

山ノ口で、年齢は８７歳です。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字外一町１０２９番４で、地目は田、地積

は４９９㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１６，５４２㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約２ｋｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を

終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番・４番については、譲受人が同一ですので一括で報告を

お願いします。１４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、
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農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

整理番号３番・４番につきまして、去る２月２３日に現地調査を行いま

したので、１４番が報告いたします。 

申請人 ＭＴさんは、伊佐市菱刈川南６３７番地に居住され、自治会

は荒瀬で、年齢は３７歳です。 

整理番号３番の渡し人 ＫＺさんは、伊佐市菱刈川北２８１９番地に

居住され、自治会は築地で、年齢は８１歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字西園３１３８番で、地目は田、地積は３，

０９８㎡で、所有権移転売買です。 

整理番号４番の渡し人 ＭＴさんは、伊佐市菱刈川南６３７番地に居

住され、自治会は荒瀬で、年齢は６６歳です。二人は親子関係になりま

す。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字西園３１３４番３で、地目は田、地積は 

３２４㎡で、所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は１１８，８３１㎡で取得可能面積であります。農業 

従事者は４名で、通作距離は約２ｋｍで、現況は良く管理された農地で

あります。経営意欲はあり、農機具等は全て完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を

終わります。 

 

１４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番・４番について、許可することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号３番・４番については、許可が決定いたしました。 

 

整理番号５番について、４番農業委員の報告を求めます。 
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４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

３ 番 

農 業 委 員 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号５番につきまして、去る２月２３日に現地調査を行いましたの

で、４番が報告いたします。 

申請人 ＮＭさんは、伊佐市大口青木１０４０番地に居住され、自治

会は下青木で、年齢は３３歳です。 

渡し人 ＮＨさんは、兵庫県三田市狭間が丘３丁目３３番１に居住さ

れ、市外住民で、年齢は６５歳です。 

申請地は、伊佐市大口青木字西ノ原９９０番１で、地目は畑、地積は

５６０㎡、外２筆で地目は畑と田で３筆の地積合計は１，０５９㎡で、

所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は２６，８８１㎡で、取得可能面積であります。農業

従事者は２名で、通作距離は約５００ｍで、現況は良く管理された農地

です。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を

終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号５番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号６番・７番については、所有権移転交換になりますので一括

で報告をお願いします。３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号６番・７番につきまして、去る２月１７日に現地調査を行いま
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

したので、３番が報告いたします。 

整理番号６番の申請人 ＹＩさんは、伊佐市大口曽木２８６８番地２

に居住され、自治会は門前で、年齢は８０歳です。 

渡し人 ＴＹさんは、伊佐市大口曽木２７５６番地１に居住され、自

治会は門前で、年齢は６９歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字大王３００５番１、外１筆で地目は田で、

２筆の地積合計２，０４３㎡の所有権移転交換です。 

受人の経営面積は１６，７３６㎡で、取得可能面積であります。農業

従事者は２名で、通作距離は約１ｋｍで、現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたします。 

続きまして、整理番号７番の申請人 ＴＹさんは、伊佐市大口曽木２

７５６番地１に居住され、自治会は門前で、年齢は６９歳です。 

渡し人 ＹＩんは、伊佐市大口曽木２８６８番地２に居住され、自治

会は門前で、年齢は８０歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字北ケ迫２１１５番２、外２筆で地目は田

で、３筆の地積合計２，２４０㎡の所有権移転交換です。 

受人の経営面積は９，４１０㎡で、取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約１ｋｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を

終わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番・７番について、許可することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号６番・７番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号８番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号８番につきまして、去る２月２５日に現地調査を行いましたの

で、８番が報告いたします。 

申請人 ＫＮさんは、伊佐市大口針持９６２番地７に居住され、自治

会は田原で、年齢は４７歳です。 

渡し人 ＫＹさんは、伊佐市大口針持９６２番地７に居住され、自治

会は田原で、年齢は７５歳です。 

申請地は、伊佐市大口針持字柳ケ丸９９３番１４、地目は田、地積は

１，７３４㎡の所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は７，３９３㎡で、取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約５００ｍで、現況は良く管理された農地で

あります。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を

終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号８番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号８番は、許可が決定いたしました。 
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議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

 

整理番号９番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号９番につきまして、去る２月２３日に現地調査を行いましたの

で、９番が報告いたします。 

申請人 ＵＳさんは、伊佐市大口堂崎１３４番地１に居住され、自治

会は堂崎で、年齢は５６歳です。 

渡し人 ＭＩさんは、伊佐市大口堂崎５０３番地に居住され、自治会

は堂崎で、年齢は５７歳です。 

申請地は、伊佐市大口堂崎字上須川３９４番、地目は田、地積は５，

９５３㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は１４，１９４㎡で、取得可能面積であります。農業

従事者は２名で、通作距離は約４００ｍで、現況は良く管理された農地

であります。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を

終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号９番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号９番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号１０番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、
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農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

整理番号１０番につきまして、去る２月２５日に現地調査を行いました

ので、８番が報告いたします。 

申請人 ＩＭさんは、伊佐市菱刈南浦２９３番地２に居住され、自治

会は瓜之峰で、年齢は３６歳です。 

渡し人 ＩＳさんは、伊佐市大口曽木２８７４番地に居住され、自治

会は中央で、年齢は６５歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字小僧谷２８７５番４、地目は田、地積は

８１７㎡外３筆で、地積合計４，１２７㎡の所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は、今回の贈与分４，１２７㎡で取得可能面積であり

ます。農業従事者は４名で、通作距離は約３００ｍで、現況は良く管理

された農地であります。経営意欲はあり、農機具等は完備されておりま

す。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を

終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１０番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号１０番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号１１番について、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１１番につきまして、去る２月２３日に現地調査を行いました

ので、１３番が報告いたします。 

申請人 ＭＹさんは、伊佐市大口里２６８７番地に居住され、自治会
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

は戸切で、年齢は４７歳です。 

渡し人 ＴＫさんは、大阪府八尾市北木の本２丁目１６番地の４に居

住され、市外住民で、年齢は９２歳です。 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏字溝崎３８４番、地目は田、地積２，９

６７㎡、同じく字八ツ枝４３２番、地目は田、地積２，００９㎡、大口

篠原字芳ケ迫８４６番、地目は田、地積９０５㎡で、地積合計は５，８

８１㎡の所有権移転売買です。 

受人の経営面積は、今回の売買分５，８８１㎡で取得可能面積であり

ます。農業従事者は２名で、通作距離は約５ｋｍで、現況は良く管理さ

れた農地であります。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を

終わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１１番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号１１番は、許可が決定いたしました。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定につい

て、申請件数１１件について、１１件の許可が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

議案第３号「農業振興整備計画の一部変更（用途区分変更・除外）申

出」の意見決定について提案いたします。 

整理番号１番について、１番農業委員の報告を求めます。 
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１ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議案第３号「農業振興整備計画の一部変更（用途区分変更）申出」の

意見決定についてのうち、整理番号１番について、去る２月２３日、申

請人の ＮＫさんの両親 ＮＹさん夫婦立ち合いのもと、７番農業委員、

私１番農業委員の２名で共同調査を行いましたので、１番農業委員が報

告いたします。 

 資料の申請人は ＮＹさんとなっていますが、田の所有者が父親のＹ

さんであります。 

 申請人は、伊佐市大口小川内４１２番地に居住されている ＮＫさん

で、自治会は小川内で、年齢は２６歳です。 

 申請地は、伊佐市大口小川内字柳野平３９６番１、地目は田、地積は

５５３㎡、外２筆合計３筆の１，３５１㎡であります。 

 用途区分変更の目的は、近代化資金を活用して鉄骨牛舎を建築し、規

模拡大を図るため、これに必要な施設用地として用途区分変更をすると

のことです。 

所在地は、小川内自治会館より西側へ約５００ｍに位置し、南側は川、

北側は道路、東側は田、西側は畑と田になっております。また、牛舎の

尿関係は敷き床の鋸くず等に吸収させるので、周囲に与える影響はない

ものと思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、農用地利用計画変更申出書、平面

図、牛舎の見取り図等が提出されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可が決定いたしました。 
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議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

整理番号２番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興整備計画の一部変更（除外）申出」の意見決定

についてのうち、整理番号２番について、去る２月２３日、行政書士の

Ｔさん立会いのもと、２番推進委員、１８番推進委員、私８番農業委員

の３名で共同調査を行いましたので、８番農業委員が報告いたします。 

 申請人は、伊佐市大口宮人１７３６番地６０に居住されている ＡＭ

さんで、年齢は８４歳です。 

 申請地は、伊佐市大口宮人字太郎迫１７３６番１９、地目は畑、地積

は５，６９５㎡であります。 

 除外の目的は、駐車場及び資材置場を整備するとのことです。 

所在地は、ジャパンファームの資材置場の倉庫の東側に位置し、東側

は竹林、南側は市道、東側は山林、西側は倉庫であり、現況は畑・栗林

でありますので、周囲に与える影響はないものと思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図、委任状等が提出されており

ます。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、意見決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興整備計画の一部変更（除外）申出」の意見決定

についてのうち、整理番号３番について、去る２月２３日、代理人 Ｔ
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

行政書士立会いのもと、１１番農業委員、１４番推進委員、私１０番農

業委員の３名で共同調査を行いましたので、１０番農業委員が報告いた

します。 

 申請人は、伊佐市菱刈荒田３１９０番地に居住されている ＨＴさん

です。資料では所有者の名前になっております。 

 申請地は、伊佐市菱刈荒田字島崎２６１５番３、地目は田、地積は２

５６㎡であります。土地所有者は申請者の父親 ＨＴさんで、現況は、

住居の間にある良く管理された田であります。 

除外目的は、申請者の住居を父母の隣接地に建築したいとのことです。 

所在地は、本城小学校から西南西約１ｋｍに位置し、東側は山林、北

側は田、西側は道路を挟んで宅地、南側は宅地あり、周囲に与える影響

はないものと思われます。 

添付書類として、農用地利用計画変更申出書、全部事項証明書、農地

利用計画変更現地写真、地図、委任状等が提出されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、意見決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

議案第３号「農業振興整備計画の一部変更（用途区分変更・除外）申

出」の意見決定について、申請件数３件について、意見決定３件が決定

いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

 

１ ４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定につい

て提案いたします。 

整理番号１番について、１４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号１番について、去る２月２３日、３番農業委員、１

９番推進委員、１４番農業委員の３名と、申請人 ＫＨさん立会のもと

共同調査を行いましたので、私１４番農業委員が報告いたします。 

申請人 ＫＨさんは、伊佐市菱刈前目３９０３番地９に居住され、自

治会は新川で、年齢は７１歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字弓掛３９０３番９２、９３、９４の１つ

のまとまりで、地目は田、地積は３筆合計１，３３５㎡です。 

所在地は、深川集落センターから南へ約１５０ｍに位置し、東、南側

は道路、西、北側は山林で、杉を２００本植栽予定であります。 

字弓掛３９０３番９６、９７は、地目は田、地積は２筆合計７１０㎡

です。 

所在地は、深川集落センターから南へ約２００ｍに位置し、北側は道

路、東、西、南側は山林で、クヌギを１４０本植栽予定であります。 

字新川４０１１番３１、地目は畑、地積は１，５１０㎡です。 

所在地は、深川集落センターから東へ約５００ｍに位置し、北側は道

路、東、西、南側は山林で、クヌギを３６０本植栽予定であります。 

地積は６筆合計で、３，５５５㎡であります。 

転用目的は山林で、周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、被害防除計画書、被害

防除に関する誓約書、資金証明書等が提出されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

１４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定につい

て、申請件数１件について、１件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

て提案いたします。 

整理番号１番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号１番について、去る２月２３日、１番農業委員、７

番農業委員の２名で、共同調査を行いましたので、私７番農業委員が報

告をいたします。  

譲受人は、阿久根市折口２４６７番地に居住されている ＥＫさんで、

市外住民です。 

譲渡人は、伊佐市大口下殿８４８番地１下殿団地１－２２に居住され

ている ＹＭさんで、自治会は駅前で、年齢は５５歳です。 

本申請は所有権移転売買で、農地区分は第２種農地その他の農地とな

っており、転用目的は太陽光発電施設です。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字桶掛８８５番２で、地目は畑、地積は１，

３６７㎡です。 

所在地は伊佐市文化会館から北西へ約７００ｍに位置し、東側は畑、

西側は山林、南側は道路、北側は宅地であり、周囲に与える影響はない

ものと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数２８８枚、８４．４８ｋｗを

計画してあります。 

地図を見ていただきたいのですが、申請地の右に三角の畑が隣接して

いますが、元々ここと合わせて１筆で１，８１１㎡ありました。１１月

の総会で５条申請で許可されましたが、その後、取り消され分筆し、改

めて１，３６７㎡での申請になっています。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、委任状等が提
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出されています。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番について、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号２番について、去る２月２３日、申請人の代理人で

ある行政書士 Ｏさん立会いのもと、４番推進委員、８番推進委員、１

３番農業委員の３名で共同調査を行いましたので、私１３番農業委員が

報告をいたします。 

 譲受人は、伊佐市大口里２６３０番地に居住されている ＫＡさんで、

自治会は川島で、年齢は３８歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口大田２３７３番地に居住されている ＫＫさん

で、自治会は川島で、年齢は５９歳です。 

 本申請は、所有権移転売買で、農地区分は第２種農地その他の農地と

なっており、転用目的は事務所兼休憩室及び資材置場となっております。 

 申請地は、伊佐市大口木ノ氏字下湾洲１４４番４６、地目は畑、地積

は９１３㎡であります。 

所在地は、神池から東へ７００ｍ位に位置し、南側、東側は畜舎、北

側と西側は道路で、周辺に与える影響はないものと思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、地籍図、平面図、事業計画書、被

害防除計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、汚廃水
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理確約書、融資証明書等が添付されています。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号３番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号３番について、去る２月２３日、申請人の代理人 Ｔ

行政書士立会いのもと、１４番農業委員、５番推進委員、３番農業委員

の３名で共同調査を行いましたので、私３番農業委員が報告をいたしま

す。 

 譲受人は、北九州市八幡西区陣原二丁目９番２５号にある Ｇ会社 

Ｅグッドソーラー 代表社員 ＷＭさんであります。 

譲渡人は、伊佐市菱刈南浦２０００番地９７に居住されている ＫＫ

さんで、自治会は楠原上で、年齢は７３歳であります。 

 本申請は所有権移転売買で、農地区分は第２種農地その他の農地とな

っており、転用目的は太陽光発電施設となっております。 

 申請地は、伊佐市菱刈南浦字日ノ丸１９９９番２で、地目は畑、地積

は１，７３１㎡であります。 

所在地は、本城小学校から東へ約３ｋｍに位置しており、南側は畑、

東側は宅地、北側は竹林、西側は原野であり、周辺に与える影響はない

ものと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３６０枚、９６ｋｗを計画し
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

てあります。 

添付書類として、全部事項証明書、会社の定款、事業計画書、資金証

明書、残高証明書、位置図、配置図、平面図、被害防除計画書、被害防

除に関する誓約書、汚廃水処理確約書等が添付されています。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

て、申請件数３件については、３件が処分決定いたしました。 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の最終ページをお開きください。２月の月例報告をします。 

去る６日、２月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。 

２３日、現地調査を一斉にしております。２７日、本日ですが第１１

回農業委員会の総会です。 

３月の行事予定ですが、６日に３月の定例常設審議委員会が鹿児島市

であります。２３日が現地調査です。２７日が第１２回の農業委員会の

総会です。 

月例報告は以上です。 

 

 他にないでしょうか。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

会     長    会  長     

 

伊佐市農業委員    ８  番     

 

伊佐市農業委員    ９  番     

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全員なし） 

 

これで、平成２９年度 第１１回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした。 

 

 

【終了時間  午前９時５５分】 

 

  

 


